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水準調整の概要

国の俸給表構造に準じながら水準調整を行う都道府県・指定都市

の給料表の状況（一般行政職・Ｈ２１勧告前）

同一級における国の最低号俸又は最高号俸との差を示す。上段は月額ベース（百円単位）。下段は割合ベース。

同一級における国の号俸数との差を示す。

この欄は、平成２０年４月１日時点の状況を示す。また、独自の給与削減措置の状況は一般職の状況を示す。

当該級における最低号給月額又は最高号給月額を示す（百円単位）。

最低号俸 1356 － 1858 － 2229 － 2623 － 2897 － 3211 － 3672 － 4148 － 4687 － 5342 －

最高号俸 2441 － 3099 － 3572 － 3912 － 4037 － 4259 － 4603 － 4826 － 5426 － 5753 －

93 － 125 － 113 － 93 － 85 － 77 － 61 － 45 － 41 － 21 －

23 31 38 44 50 55 60 70 80 90

1.70% 1.67% 1.70% 1.68% 1.73% 1.71% 1.63% 1.69% 1.71% 1.68%

42 54 61 68 94 151 77 81 91 97

1.72% 1.74% 1.71% 1.74% 2.33% 3.55% 1.67% 1.68% 1.68% 1.69%

93 0 125 0 113 0 93 0 89 4 89 12 61 0 45 0 41 0 21 0

5432

5850

水準調整の概要 国の俸給月額を平均１．６８％引上げることを基本に調整。
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ラスパイレス指数 98.5（独自の給与削減措置の状況：給料について５．０～２．２％の削減措置を実施。）
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ラスパイレス指数 96.1（独自の給与削減措置の状況：給料について６．０～２．８％の削減措置を実施。）
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水準調整の概要
国の俸給月額を基本とし、大卒初任給の号給（１級２９号給）の額を１．２％引上げ、その後は基幹号給ごとに引上げ率を０．１％ずつ、０．２％まで
逓減する調整。
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ラスパイレス指数 98.0（独自の給与削減措置の状況：給料について６．０～２．６％の削減措置を実施。）

水準調整の概要 国の俸給月額を、０．４３％引き上げる調整。
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ラスパイレス指数 99.6（独自の給与削減措置の状況：給料の削減措置なし。）

水準調整の概要 国の俸給月額を、平均０．５５％引き上げることを基本に調整。
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水準調整の概要 国の俸給月額に、民間との較差に見合う額５００円（較差（５６８円）から１００円未満を切り捨てた額）を加算。
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ラスパイレス指数 96.1（独自の給与削減措置の状況：給料について５．０～２．０％の削減措置を実施。）
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ラスパイレス指数 98.3（独自の給与削減措置の状況：給料の削減措置なし。）

水準調整の概要
国の俸給月額を、若年層や人員分布を考慮して０．０５％～０．８５％引上げる調整。（現給保障による差額相当額を含む職員全体の給与水準を民
間と均衡されることを基本とする。）
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最高号給 2441 3099 3572 3962 4089 4311 4603 4826
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ラスパイレス指数 103.7（独自の給与削減措置の状況：給料の削減措置なし。）

水準調整の概要 給料表は国の俸給表に準じて改定し、さらに給料表の額に１００分の１００．９を乗じて得た額を給料月額とする。



▲16 ▲20 ▲18 0 0 0 0 0 0

▲1.18% ▲1.08% ▲0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 17 0 0 ▲26 ▲60 ▲32 ▲72

0.00% 0.00% 0.48% 0.00% 0.00% ▲0.61% ▲1.30% ▲0.66% ▲1.33%

93 0 125 0 117 4 93 0 85 0 73 ▲4 53 ▲8 41 ▲4 33 ▲8

※　平成２１年地方公務員給与実態調査、各地方公共団体の給与条例等をもとに作成。
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ラスパイレス指数 98.8（独自の給与削減措置の状況：給料の削減措置なし。）

水準調整の概要 給料表は平成１９年勧告前の国の俸給表に準じたままとし、さらに給料表の額に１０００分の３５を乗じて得た額を減じた額を給料月額とする。
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